
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
毒
物
又
は
劇
物
を
運
搬
す
る
容
器
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

令
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

容
器
は
、
車
両
等
に
積
み
替
え
る
た
め
の
構
造
を
有
す
る
容
器
で
あ
つ
て
、
国
際

海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ

ン
ク
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
」
と
い

う
。
）
と
し
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
四

（
略
）

第
十
三
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

第
十
三
条
の
四

（
略
）

第
十
三
条
の
六

（
略
）

第
十
三
条
の
五

（
略
）

第
十
三
条
の
七

（
略
）

第
十
三
条
の
六

（
略
）

第
十
三
条
の
八

（
略
）

第
十
三
条
の
七

（
略
）

別添２



第
十
三
条
の
九

（
略
）

第
十
三
条
の
八

（
略
）

第
十
三
条
の
十

（
略
）

第
十
三
条
の
九

（
略
）

第
十
三
条
の
十
一

（
略
）

第
十
三
条
の
十

（
略
）

第
十
三
条
の
十
二

（
略
）

第
十
三
条
の
十
一

（
略
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
事
務
の
取
扱
い
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
事
務
の
範
囲
等
）

第
二
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市

第
二
十
二
条

令
第
三
十
六
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
電
子

長
及
び
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
毒
物

情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
、

又
は
劇
物
の
製
造
業
、
輸
入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
及
び
登
録
の
更
新
に
関
す
る

輸
入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
及
び
登
録
の
更
新
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
等

事
務
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
登
録
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）
の
全

の
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
等
の
事
務
の
全
部
と
す
る
。

部
又
は
一
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
登
録
簿
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り

一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
記
録
し
、
こ
れ
を
も
つ
て
調
製
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登

２

令
第
三
十
六
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置

録
等
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生

す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登
録
等
の

労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大

一

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
登
録
等
の
事
務
の
範
囲

臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
開
始
す
る
年
月
日

一

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
取
り
扱
う
登
録
等
の
事
務
の
範
囲

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

二

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
開
始
す
る
年
月
日

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
録
簿
の
送
付
の
特
例
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
録
簿
の
送
付
の
特
例
）

別添２



別添２

第
二
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
二
十
三
条

令
第
三
十
六
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
電

り
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登
録
等
の
事
務
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登
録
等
の
事
務
を
取
り
扱
う
都
道
府
県
知
事
、
保
健

令
第
三
十
六
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
登
録
簿
の
う
ち
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
て
行
う
通
知
は
、
電
子
情

規
定
す
る
者
に
関
す
る
部
分
を
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
送
付
し
な

報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
部
分
の
送
付
に

代
え
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
当
該
部
分
の
内
容
を
当
該
都
道
府
県
知

事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理

組
織
に
よ
つ
て
登
録
等
の
事
務
を
取
り
扱
わ
な
い
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
う

通
知
は
、
書
面
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

２

令
第
三
十
六
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
登

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
登
録
簿
に
記
載
（
前

録
等
の
事
務
を
取
り
扱
わ
な
い
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
登
録
簿
に
あ
つ

又
は
特
別
区
の
区
長
に
対
し
て
行
う
通
知
は
、
書
面
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る

て
は
、
記
録
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
令
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規

第
二
十
八
条

法
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
令
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の

定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す

規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任

る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
六
号
に
掲
げ
る

す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
六
号
に
掲
げ

権
限
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
が
第
五
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
つ
た
場
合

る
権
限
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
が
第
五
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
つ
た
場

に
限
る
。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

合
に
限
る
。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ

い
。

な
い
。

一
か
ら
十
五

（
略
）

一
か
ら
十
五

（
略
）

別
表
第
五
（
第
十
三
条
の
五
関
係
）

別
表
第
五
（
第
十
三
条
の
四
関
係
）

（
略
）

（
略
）


